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佐倉市条例第   号 

   佐倉市手数料条例の一部を改正する条例 

 佐倉市手数料条例（平成１２年佐倉市条例第８号）の一部を次のように改正

する。 

 別表第１の８０の項中「第８５条第５項」を「第８５条第６項」に改め、同

表８０の２の項中「第８５条第６項」を「第８５条第７項」に改め、同表９１

の３の項中「第８７条の３第５項」を「第８７条の３第６項」に改め、同表９

１の４の項中「第８７条の３第６項」を「第８７条の３第７項」に改め、同表

１２８の項中「以下この項」の次に「及び次項」を加え、 

「 

備考 長期優良住宅の普及の促進に関

する法律第６条第２項の規定による

申出があった場合の長期優良住宅建

築等計画認定申請手数料の額は、住

戸の数に応じ当該手数料の額の欄に

定める額に、４７の項に掲げる区分

に応じ、当該手数料の額の欄に定め

る額を加算した額とする。 

                   」を 

「 

備考 

 １ 長期優良住宅の普及の促進に

関する法律第６条第２項の規定

による申出があった場合の長期

優良住宅建築等計画変更認定申

請手数料の額は、住戸の数に応

じ当該手数料の額の欄に定める

額に、４７の項に掲げる区分に

応じ、当該手数料の額の欄に定

める額を加算した額とする。 



 ２ 共同住宅等に係る長期優良住

宅建築等計画認定申請手数料

（長期優良住宅の普及の促進に

関する法律第５条第４項又は第

５項の規定による認定の申請に

係るものを除く。）の額は、この

項に掲げる区分に応じ、それぞ

れ当該手数料の額の欄に定める

額を認定申請対象住戸の数で除

して得た額（その額に１００円

未満の端数があるときは、これ

を切り捨てた額）とする。 

                  」に改め、同項の次に次の１項を加え

る。 

１２８

の２ 

長期優良住

宅の普及の

促進に関す

る法律第５

条第６項又

は第７項の

規定による

長期優良住

宅維持保全

計画の認定

の申請に対

する審査 

長期優良住

宅維持保全

計画認定申

請手数料 

申請に係る

長期優良住

宅維持保全

計画が、登

録住宅性能

評価機関に

より長期優

良住宅の普

及の促進に

関する法律

第６条第１

項第１号に

掲げる基準

に適合して

いると認め

られたもの

である場合 

一戸建て

の住宅 

１件につき

１２，０００

円 

共同住宅

等で、建

築物全体

の住戸の

数が５戸

以下のも

の 

１件につき

２３，０００

円 

共同住宅

等で、建

築物全体

の住戸の

数が５戸

を超え１

０戸以下

のもの 

１件につき

３９，０００

円 

 共同住宅

等で、建

築物全体

１件につき

６１，０００

円 



の住戸の

数が１０

戸を超え

２５戸以

下のもの 

 共同住宅

等で、建

築物全体

の住戸の

数が２５

戸を超え

５０戸以

下のもの 

１件につき

１０６，００

０円 

共同住宅

等で、建

築物全体

の住戸の

数が５０

戸を超え

１００戸

以下のも

の 

１件につき

１７３，００

０円 

共同住宅

等で、建

築物全体

の住戸の

数が１０

０戸を超

え２００

戸以下の

もの 

１件につき

２８９，００

０円 

共同住宅

等で、建

築物全体

の住戸の

数が２０

１件につき

３６万円 



０戸を超

え３００

戸以下の

もの 

  共同住宅

等で、建

築物全体

の住戸の

数が３０

０戸を超

えるもの 

１件につき

３９５，００

０円 

  申請に係る

長期優良住

宅維持保全

計画が、登

録住宅性能

評価機関に

より長期優

良住宅の普

及の促進に

関する法律

第６条第１

項第１号に

掲げる基準

に適合して

いると認め

られたもの

以外のもの

である場合 

一戸建て

の住宅 

１件につき

６１，０００

円 

  共同住宅

等で、建

築物全体

の住戸の

数が５戸

以下のも

の 

１件につき

１４９，００

０円 

  共同住宅

等で、建

築物全体

の住戸の

数が５戸

を超え１

０戸以下

のもの 

１件につき

２４万円 

  共同住宅

等で、建

築物全体

の住戸の

数が１０

戸を超え

２５戸以

１件につき

４７３，００

０円 



下のもの 

  共同住宅

等で、建

築物全体

の住戸の

数が２５

戸を超え

５０戸以

下のもの 

１件につき

８６２，００

０円 

  共同住宅

等で、建

築物全体

の住戸の

数が５０

戸を超え

１００戸

以下のも

の 

１件につき

１，５０１，

０００円 

  共同住宅

等で、建

築物全体

の住戸の

数が１０

０戸を超

え２００

戸以下の

もの 

１件につき

２７８万円 

  共同住宅

等で、建

築物全体

の住戸の

数が２０

０戸を超

え３００

戸以下の

もの 

１件につき

３９８万円 



  共同住宅

等で、建

築物全体

の住戸の

数が３０

０戸を超

えるもの 

１件につき

４，８７３，

０００円 

 備考 共同住宅等に係る長期優良住宅維持保全

計画認定申請手数料（長期優良住宅の普及の

促進に関する法律第５条第６項の規定による

認定の申請に係るものに限る。）の額は、この

項に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料

の額の欄に定める額を認定申請対象住戸の数

で除して得た額（その額に１００円未満の端

数があるときは、これを切り捨てた額）とす

る。 

 別表第１の１２９の項中「定める額に２分の１」を「定める額（共同住宅等

に係る長期優良住宅建築等計画（長期優良住宅の普及の促進に関する法律第５

条第４項又は第５項の規定による認定の申請に基づき同法第６条第１項の認定

を受けたものを除く。）の変更にあっては、１２８の項の備考に定める額）に２

分の１」に改め、同項の次に次の１項を加える。 

１２９

の２ 

長期優良住

宅の普及の

促進に関す

る法律第８

条第１項の

規定による

長期優良住

宅維持保全

計画の変更

の認定の申

請に対する

審査 

長期優良住

宅維持保全

計画変更認

定申請手数

料 

 １件につき、

１２８の２の

項に掲げる区

分に応じ、当

該手数料の額

の欄に定める

額（共同住宅

等に係る長期

優良住宅維持

保全計画（長

期優良住宅の

普及の促進に



関する法律第

５条第６項の

規定による認

定の申請に基

づき同法第６

条第１項の認

定を受けたも

のに限る。）の

変更にあって

は、１２８の

２の項の備考

に定める額）

に２分の１を

乗じて得た額 

 別表第１の１４０の２の項中「第８５条第５項」を「第８５条第６項」に、「同

条第６項」を「同条第７項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和４年１０月１日から施行する。 


